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船舶事故調査報告書 

 

                              令和６年１月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（標識灯） 

発生日時 令和４年１０月２７日 ０３時３０分ごろ 

発生場所 山口県萩市九
く

島北東方沖 

 虎ケ埼灯台から真方位１８９°１,３９０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２６.９′ 東経１３１°２３.７′） 

事故の概要  貨物船わかしおは、南東進中、標識灯に衝突した。 

 わかしおは、船長及び甲板員１人が負傷し、船首船底部外板に破口

を生じ、また、標識灯は、標識本体と基部との接続部に曲損を生じ

た。 

事故調査の経過  令和４年１１月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 わかしお、１３トン 

 ２９１－３４５９３山口、山口県漁業協同組合 

 １５.９２ｍ（Lr）×３.４３ｍ×１.２９ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、５８５kＷ、昭和６０年９月 

 乗組員等に関する情報 船長 ６７歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５３年１２月１５日 

  免許証交付日 令和４年９月１３日 

         （令和１０年１月２４日まで有効） 

甲板員５２歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 令和３年１月２２日 

  免許証交付日 令和３年１月２２日 

         （令和８年１月２１日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（船長）、軽傷 １人（甲板員） 

 損傷 本船 船首船底部外板に破口 

標識灯 標識本体と基部との接続部に曲損 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南南東、風速 約４m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日出時刻：０６時３０分ごろ 
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月出時刻：０８時１２分ごろ 

 事故の経過 本船は、専ら漁獲物の運搬の用に供する貨物船で、船長及び甲板員

１人が乗り組み、所属漁業協同組合の漁獲物約８０kg を積載し、令和

４年１０月２７日０３時１０分ごろ、山口県萩市萩漁港（中小
な か お

畑
ばた

地

区）所在の萩地方卸売市場（以下「卸売市場」という。）に向けて、

萩市大島漁港を出港した。 

船長は、大島漁港の南方沖で、操船を甲板員に引き継ぎ、甲板員

が、舵輪を左手で保持し、操舵室の中央から右舷寄りに立って、レー

ダーを使用しながら手動で操船に当たり、自身は甲板員の左側に立っ

て、甲板員の操船指導及び見張りに当たっていた。 

甲板員は、萩市越ケ浜半島と同市羽島との間の水道を通過後、越ケ

浜半島と九島との間の水路（以下「本件水路」という。）中央部に向

けて左転した。 

本件水路は、浅所域であるものの、小型船舶であれば一部航行可能

となっており、可航域を示す目的で設置された柱高約２ｍの標識灯４

個（右舷標識及び左舷標識が各２個）により、約７０ｍの可航幅が

あった。 

甲板員は、本件水路中央部に船首を向けた際、予定していたいつも

の航路（以下「予定航路」という。）より本船が西側に寄っており、

本件水路内の４つの標識灯のうち、右舷船首方に見える２つの右舷標

識の赤色灯が、萩港灯台（灯質 単明暗白光 明６秒暗２秒 分弧赤

光 光達距離１２Ｍ）及び萩港中小畑浦沖防波堤東灯台（灯質 群閃

赤光 毎６秒に２閃光 光達距離３Ｍ）の赤い灯火と重なり、見分け

にくくなっていたので、主に左舷船首方に見える左舷標識の緑色灯を

頼りに本件水路に向かった。 

甲板員は、その後、右舷標識の赤色灯が２つとも見えなくなったの

で、本件水路を通過し終えたと思い、目的地である萩漁港（中小畑地

区）に向ける目的で僅かに右転したところ、０３時３０分ごろ、本件

水路内の４つの標識灯のうち、北西側の標識灯（以下「本件標識灯」

という。）の基部に、本船の船首船底部が衝突した。 

甲板員は、衝突の衝撃で、操舵室前面の窓枠に頭部を強打し、船長

は操舵室前面の操船台に左腕を強打し、本船は船首船底部外板に破口

を生じた。 

本船は、衝突後間もなく通り掛かった漁船（以下「漁船Ａ」とい

う。）に救助を求め、漁船Ａにえい
．．

航されて萩漁港（中小畑地区）に

入港し、船長及び甲板員は、漁船Ａから連絡を受けた卸売市場職員が

要請して待機していた救急車により病院に搬送され、船長が左前腕骨

折と頸椎捻挫、甲板員が頭部切創とそれぞれ診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船（修理後）、写真２ 

本船の損傷状況、写真３ 本件水路の状況 参照） 
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 その他の事項 甲板員は、夜間に本件水路を操船するのは３回目であり、夜間の本

件水路の操船には慣れていなかった。 

甲板員は、予定航路より西側に寄った位置から本件水路の中央部に

船首を向けたので、船首方向に見える陸上の灯火と重なり、本件標識

灯が見えにくくなったが、予定航路を航行していれば、本件標識灯が

船首方向の陸上の灯火に重なることはなかったと、本事故後に思っ

た。 

甲板員は、約１２ノットの対地速力を維持して本件水路を航行中、

陸上の灯火と紛れて右舷標識灯を見分けにくい状況であったので、標

識灯の位置を確認できるように減速して航行していれば良かったと本

事故後に思った。 

船長は、本船が本件水路の中央部に向けて左転した後、本件水路内

の各標識灯の見え具合から、予定航路よりも西側に寄っていることを

認識していたが、本件水路内ですれ違うことになりそうな他船もな

かったので、このまま甲板員に操船を任せても問題なく本件水路を通

過できると思い、操舵室後壁のベンチに腰掛けようとして、周囲から

目を離してしまい、見張りを十分に行っていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、九島北東方沖を手動操舵で南東進中、本件水路の右舷標識

灯が背景の陸上の灯火と紛れて見えにくい状況下、本件水路での夜間

の操船に慣れていない甲板員が、本件水路を通過し終えたと思い、右

転したことから、本件標識灯に衝突したものと考えられる。 

甲板員は、右舷標識灯が２つ共見えなくなったことから、本船が本

件水路を通過し終えたと思い込み、右転したものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、九島北東方沖を手動操舵で南東進中、本

件水路の右舷標識灯が背景の陸上の灯火と紛れて見えにくい状況下、

甲板員が、本件水路を通過し終えたと思い右転したことから、本件標

識灯に衝突したものと考えられる。 

再発防止策 

 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・操船者は、狭い水路を航行する際、船位を十分に確認して航行す

るとともに、常時安全な速力で航行すること。 

・操船者は、夜間の航行においては、目標とする灯火とその背景に

ある陸上の灯火等が紛れることがあることを考慮して航行するこ

と。 

・操船指導中の船長は、狭い水路を完全に通過し終えたことを確認

するまで、安心することなく操船指導に当たること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ 本船（修理後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 本船の損傷状況 
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写真３ 本件水路の状況 
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